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中小企業のための
ひょうご産業SDGs推進宣言事業・認証事業

ひょうご産業活性化センターは中小企業のSDGsの取り組みを支援しています。
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シモダフランジ㈱

ひょうご産業SDGs認証事業
を活用して 取締役

下田 佑太郎

●取り組みを客観的な「評価」に変えられた
●採用活動でアピールできる
●金融機関から多様な支援を受けられた

材料を無駄にしない
サステナブルなものづくりを推進

相生市

新しく導入した熱処理装置

「拡」「脱」「超」を掲げる
　フランジとは配管と配管をつなぐ部品です。1946年
に創業した同社は、鍛造といわれる加工技術を生かし、
船舶や送電鉄塔などに使われる多種多様なフランジを製
造。その後、火力・原子力発電プラント向けの大型継ぎ手
などへと製品の幅を広げてきました。
　「当社は材料調達から鍛造、熱処理、機械加工、品質保
証まで、鍛造品の一貫生産が可能です。また、多彩なパー
トナー企業の力も借りすることで鋼種や製品サイズ、量
にとらわれない生産が可能です」と下田佑太郎取締役は
話します。この方式により、顧客のあらゆるニーズに応
えられるといいます。また、材料の在庫量は業界随一を
誇り、迅速な納期を実現しています。
　数年前までは石炭火力発電所向けの鍛造品が売り上
げの多くを占めていましたが、脱炭素の流れを受けて建
設が大幅に減少。そこで、現在は「拡（フランジ事業の拡
大）」、「脱（フランジ事業単体からの脱却）」、「超（フラン
ジを超えた製品の開発）」というスローガンを掲げ、例え
ば「超」では半導体製造装置や石油掘削用ジョイント、
ロケット向けの鍛造品を積極展開しています。

新たに注力する2つの加工法
　メインバンクを通じて、ひょうご産業SDGs認証事業
を知ったのは3年ほど前でした。「申請の際に自社の取り
組みを振り返ったところ、SDGsに沿った事業を行って
きたことが確認でき、自信につながりました」と下田取
締役。認証に向けて、サステナブルとマテリアル（材料）
を組み合わせた造語「サステリアル」を社内に発信し、
材料に精通した同社ならではの持続可能な取り組みを
推進していく方針を明示しました。特に注力しているの
が、材料ロスが少ないサステナブルなモノづくり「金属
3Dプリンター事業」です。加工法については「これまで
鍛造品事業で蓄積してきた冶金のノウハウや熱処理、機
械加工技術が生かせる」と考え、金属3Dプリンターの中
では非主流である、金属ワイヤーをアークで溶融して積
層するWAAM方式を採用し独自性を打ち出しました。
　竹中工務店、XENCEと共同で、廃棄されていた間伐材
を有効活用するために金属継ぎ手を手がけたのを皮切り
に、JR西日本、竹中工務店との共同事業では廃レールを
再利用してサステナブルなベンチを造形しました。現在
は、ガスタービンのような厳しい環境下で使用される部

制度利用の流れ
2024年8月 11月 25年1月 12月
ひょうご産業SDGs
推進宣言企業に登録

ひょうご産業SDGs
認証企業に申請

認証企業のゴールド
ステージに認証される

ゴールドステージの
特典で展示会に出展
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金属3Dプリンターで製造した試作品 金属Dプリンターの設計作業

品を金属3Dプリントで製造する技術開発に取り組んで
います。「今後は同じく材料ロスが少ないサステナブル
なものづくりとして立ち上げた冷間引き抜き事業も強化
し、採用活動でもこれらの取り組みをしっかりアピール
していきたい」と話します。

シモダフランジ㈱
相生市竜泉町250　 T 0791-22-2211
●代表取締役社長／下田信治
●事業内容／鍛造フランジ、鍛造継ぎ手の製造・販売
Ｈ https://shimoda-flg.co.jp

自 費 出 版
見  積  り  無  料

まずは電話かメールでお問合せください

TEL.078-362-7140
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp

あなたの本を

「オーダーメイド」

だけ https://kobe-selfpub.jp

こちらから
▼

株式会社 神戸新聞総合印刷

ひょうご産業
SDGs認証事業

兵庫県が宣言企業のSDGsの取り組みを評価・認証
する制度です。

•認証書が交付されます
•中小企業融資制度の「SDGs支援貸付」を利用できます
•社債発行の際に保証料率が割引されます
•大規模展示会に出展できます
•就活生向けの合同企業説明会に出展できます
•SDGsの取り組みのPR動画を学生が制作します

※認証ステージに応じて内容が異なります

問ひょうご産業活性化センター成長支援課
Ｔ 078-977-9117
制度の詳細についてはホームページをご覧ください

【対象】ひょうご産業SDGs推進宣言事業の登録企業
【要件】①チェックシート（30項目）による自己評価の実施
　　　②5年以内に目指す3つの目標の設定と取り組みの明確化
　　　③ひょうごSDGs Hubへの参画
※�SDGsの取り組みに関するチェックシートを基にスタンダード、アドバ

ンスト、ゴールドの3区分（ステージ）で認証します

企認 業証 のメリット
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ひょうご海外ビジネスセンターは、神戸市海外ビジネスセン
ターとジェトロ神戸と連携し、「ひょうご・神戸国際ビジネス
スクエア」としてワンストップで支援サービスを提供していま
す。詳しくはホームページで確認してください。
問ひょうご海外ビジネスセンター 
Ｔ078-271-8402

世界8カ国10カ所に設置するひょうご国際ビジネスサポー
トデスクと、世界3カ所にある県海外事務所から寄せられる
海外トピックスを「ひょうご国際ビジネスサポートデスク通
信」「兵庫県海外事務所通信」としてホームページ、メール
マガジンで発信しています。ぜひ、ご覧ください。
●メールマガジンの申し込み方法
hyogo-ibc@xpressmail.jp宛てに空メールを送信→シス
テムから届く登録用メールに記載のURLをクリックし必要
事項を入力
※二次元コードを読み取ればメールアドレスの入力不要

問ひょうご海外ビジネスセンター
Ｔ078-271-8402

経営戦略や事業システム構築、生産管理等の経営課題を抱
える中小企業に、中小企業診断士等の専門家を5回まで派
遣します。1回3時間。
対県内（ただし神戸市内を除く）の中小企業
￥1回2万5,000円（謝金）＋交通費の1/2 ※残り1/2は当セン
ターが補助

申問経営・商業支援課 Ｔ078-977-9116
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業
振興センター2階
所定の申請書（ダウンロード可）等を郵送または
持参

指定した商圏範囲の年齢別人口や世帯数、商業統計等の
国勢調査データを無料で提供します。
申問経営・商業支援課 Ｔ078-977-9116
Ｅretail@staff .hyogo-iic.ne.jp
所定の申込書（ダウンロード可）をEメール（添付
ファイル）で送信

中小企業の経営戦略や人材育成などに役立つDVDを無料
で貸し出しています。
●貸し出し本数・期間＝1回最大10本・1週間まで
●新着タイトル＝「ケースで学ぶ ビジネス・コーチング入門」
「みんなで学ぶハラスメント」「カスタマーハラスメント（全2
巻）」「仕事を守る情報セキュリティ対策（全2巻）」など
申問経営・商業支援課 Ｔ078-977-9116
所定の申込書（ダウンロード可）を持参。郵送で
の貸し出し・返却を希望する場合は電話で問い
合わせてください

神戸、姫路、尼崎にある「起業プラザひょうご」ではセミナー
や専門家相談をはじめ、販路拡大や資金調達等に関する支
援メニューを提供しています。営業時間や利用方法などは
各プラザのホームページで確認してください。
起業プラザひょうご
神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本
部ビル2階
Ｔ078-862-5302
起業プラザひょうご姫路
姫路市本町127 大手前ダイネンBLD.2 3階
Ｔ079-287-8686
起業プラザひょうご尼崎
尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業セン
ター3階
Ｔ06-6488-9565

ひょうご産業活性化センター

経営専門家派遣事業

日日時　所場所　対対象　定定員　￥料金
申申し込み先・方法　問問い合わせ先 
Ｔ電話番号　Ｆファクス番号　Ｅ Eメール

商圏地図情報の
無料提供

中小企業等の海外ビジネス展開を支援
ひょうご海外ビジネスセンター

海外ビジネスに関する最新情報を
ホームページとメルマガで発信中

新着タイトル多数
DVD無料貸し出しサービス

起業・創業の支援拠点
「起業プラザひょうご」
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セミナーや各種行政情報などを無料配信します。
申e-mlhedDB@xpressmail.jpまたは二次元コード宛て
に空メールを送信→システムから届く登録用メールに記載
のURLをクリックし必要事項を入力 
※二次元コードを読み取ればメールアドレスの入力不要

問企画管理課 Ｔ078-977-9070

①県内各地で経営相談窓口を開設。売り上げ拡大やIT活
用、人事、資金繰りなど経営に関するあらゆる相談に対応し
ます。無料。要電話予約。
●2月～3月の日程 ※時間はホームページを参照

尼崎市中小企業センターアイル：2月3日㊋・17日㊋
淡路県民局：2月5日㊍、3月5日㊍
宍粟防災センター：2月6日㊎、3月6日㊎
中播磨県民センター：2月10日㊋、3月11日㊌
丹波篠山市民センター：2月12日㊍、3月12日㊍
加西商工会議所：2月18日㊌
西宮商工会議所：2月19日㊍
朝来市役所：2月27日㊎
但馬技術大学校：3月13日㊎
②パソコンやスマートフォンからコーディネーターと1対1
で相談できます。1回50分。無料（通信料は利用者負担）。要
電話予約。
●相談時間＝平日9時～17時
申問①②兵庫県よろず支援拠点 
Ｔ078-977-9085

人手不足が深刻化していることを受けて、外国人留学生の
採用・定着に必要な基礎知識や、外国人材が活躍している
企業の実践事例を分かりやすく紹介します。
日2月16日㊊13時～14時20分
所兵庫国際交流会館（神戸市中央区）
●内容
基調講演：「外国人雇用の基礎知識 これを知ってる企業は
上手くいく?!」杉田昌平さん（社会保険労務士）
事例紹介：㈱西山酒造場（丹波市）、日工㈱（明石市）
定100人（先着）

申問（一社）大学コンソーシアムひょうご神戸
Ｔ078-271-0233
2月9日㊊までに所定の申し込みフォームから
（ホームページから進んでください）

社会人大学院生が民間企業で経営診断の実務を学ぶた
め、受け入れ企業を随時募集しています。実習終了後、大学
院生がまとめた経営課題に関する報告書を提出します。興
味がある企業関係者はEメールで連絡を。担当教員が直接
訪問して詳細を説明します。
申問同大学院社会科学研究科・矢嶋聡
ＥB_School@gk.u-hyogo.ac.jp

高齢者が生涯現役で生き生きと働けるよう、各企業が取り
組んでいる雇用管理や職場環境の改善に関する創意工夫
の事例を募集し、優秀事例を表彰します。
申問（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部
Ｔ06-6431-8201
〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50
2月27日㊎（消印有効）までに応募書類（ダウン
ロード可）を郵送

兵庫県よろず支援拠点
①サテライト相談所②テレビ電話相談

兵庫県立大学大学院
実習協力企業を募集

大学コンソーシアムひょうご神戸
「はじめの一歩セミナー」

関係機関

高齢・障害・求職者雇用支援機構
「令和8年度高年齢者活躍企業コンテスト」

創業・新事業、経営改善、取引拡大、
DX化、SDGs等に
つながる支援メニュー
を発信中！

ひょうご産業活性化センター通信「JUMP」は、中小企業地域資源
活用等促進事業の助成金を活用して作成したものです

ホームページ メールマガジン

FacebookXYouTube

Instagram

ひょうご産業活性化センター公式

メールマガジン
登録受け付け中
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「中小企業支援ネットひょうご」とは
さまざまな経営課題を抱える中小企業の応援を目
的に、中小企業支援機関や連携団体でつくるネッ
トワークです。各機関の強みを生かしながら、総
合的な支援を展開。DXやGX、SDGs等の新た
な経営課題の支援にも取り組んでいます。

がんばる企業を応援
「中小企業支援ネットひょうご」構成機関からのご案内

持続可能な社会を創る

兵庫工業会は1985年、産業技術における人材育成や交流促進事業を通して、県内のものづくりの振興と地域社会の発
展に貢献することを目的に設立しました。現在は基本方針「変化に挑戦 輝く未来へ」の下、会員企業が行政や学術、産業
界と連携しながら、先々の変化に対応できるよう多彩な支援事業を展開しています。

（公社）兵庫工業会県内工業の振興と地域社会の発展を

（公社）兵庫工業会
神戸市中央区下山手通6-3-28　
兵庫県中央労働センター3階
T 078-361-5667 Ｆ 078-371-4336
H https://www.hyogo-ia.or.jp

主な支援業務

県内各地で研修会や管理者対象のセミナー等を実施し、人
材育成を支援しています。

人材育成

会員企業の交流を促進し、人的ネットワークの拡大につ
なげます。

会員交流

地域交流会
（県内各地で地元企業との
意見交換や交流を図る）

デリバリー研修
（企業の要望に応じた
オーダーメード・出前
形式の研修）

電気電子工学基礎
（エンジニアとして最
低限の電気電子工学
の基礎知識を身に付
ける研修）

管理監督者研修
（階層別にマネジメン
ト手法を学ぶ研修）

SDGsの推進や理系学生向けのものづくり企業見学、各種
表彰など産業の振興に資する事業を展開しています。

産業振興

ものづくり企業見学
（理系学生を対象に開
催。県内企業への就労を
促進します）

DXなど先進技術に関するセミナーや見学会の開催、海外
理工系人材の活用支援など、技術の発展に役立つ事業を展
開しています。

シン・ものづくり

テクノフォーラム
（先進技術に関する情報
共有のための講演会）

兵庫技術研修大学校（7分野16コース）
分野 コース 開催場所

機械
機械加工と材料特性基礎 神戸
機械工学A 神戸、姫路
機械工学B 姫路

設計・製図 「手書き」機械製図 姫路

電気・電子
電気電子工学基礎 神戸
電気電子工学A 神戸、姫路
電気電子工学B 姫路

シーケンス制御 シーケンサを用いた制御装置設計基礎 神戸
シーケンス制御 姫路

現場改善 現場改善基礎 神戸
現場改善実践 神戸

階層別 技術者リーダー育成 神戸
管理監督者研修 加古川

資格取得 毒物劇物取扱者試験対策 神戸
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中小企業支援ネットひょうごでは、さらなる成長が見込める企業を
「成長期待企業」に選定し、複合的な支援をしています。このコー
ナーでは選定企業が誇る自慢の商品やサービスを紹介します。

但馬米穀㈱の

但馬米穀㈱　豊岡市中陰318-3
Ｔ0796-22-2131　H https://tanbei.co.jp

⃝設立年：1951年　⃝代表取締役：木村嘉男
⃝事業内容：米穀・LPガス販売、自動機器の開発協力・販売

農閑期には就農希望者らを対象にセミナーを開講

将来的な米の安定確保に向け
農家に省力化・省人化を提案

スマート農業事業

　米の卸売とプロパンガス製造・販売の2本柱で歩んでき
た同社が、スマート農業事業に乗り出したのは2020年。
「取引先の農家では高齢化が進み、担い手不足が問題に。そ
こで米の安定確保に向け、当社が省人化・省力化を提案す
ることにしました」と黒田貴之取締役は経緯を話します。
　同社が主に導入を勧めているのは、農薬散布用ドローン
とトラクターの自動操舵システムです。「機材の販売が主
目的ではなく、作業量の軽減や作業効率の向上、確実に収
益が上がるといったメリットを説明し、農家のチャレンジ
をしっかり後押しするのが私たちのスタンスです」

　22年には神河町の廃校舎を活用し、スマート農業のラボ
を開設。ドローン講習や自動操舵のデモ走行のほか、陸上養
殖と水耕栽培を組み合わせたアクアポニックスシステムの
展示もしています。今後、普及させたいと考えているのが、
高温や干ばつ等に対する農作物のストレス耐性を高める資
材、バイオスティミュラントを使った「節水型乾田直播栽
培」です。「水を張らない田んぼに直接種をまく栽培法は、
田植えや代かきが不要で、従来よりも労働時間を77％削減
できるというデータが出ています」と黒田取締役。農業の
スマート化が加速する中、同社のニーズは一層高まります。

ドローンによる農薬散布。小規模農家には同社が散布を代行することも
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以下の保証制度は令和8年4月1日（保証申込受付分）から国の保証料補助が縮小となります。
ご利用を検討している方はお早めに保証申込していただきますようお願いいたします。

4月から協調支援型特別保証制度等の
国の保証料補助が縮小します

協調支援型特別保証制度
申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の
1割以上（融資期間12カ月以上）のプロパー融資を受ける方などが対象となる制度です。

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
一定の要件を満たした場合に保証料の上乗せを条件に経営者による保証を提供しない
ことを選択できる制度です。上乗せとなる保証料に対して国から補助を受けられます。

制度の概要は
こちら

制度の概要は
こちら

国の保証料補助

3月31日保証申込受付分まで 4月1日保証申込受付分から

1/2相当額 1/3相当額

国の保証料補助

3月31日保証申込受付分まで 4月1日保証申込受付分から

0.1％相当額 0.05％相当額

※�申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う方の国の保証料補助は、令和8年4月1日以
降も変更はありません（1/4相当額）。
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県内中小企業の全産業・業種別の売上高（速報値）を公開中！ ひょうご企業業績

参考文献：「事務所通信2026年2月号」（TKC出版）

「将来のことを考え、今のうちから子や孫に財産を残したい」と考えている人は多いのではないで
しょうか。贈与税の申告には選択できる2つの制度「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」があり
ます。 ※年間110万円以内の基礎控除の範囲内であれば贈与税の申告義務はありません

暦年課税制度
一般的によく知られるもので、1年間（1月1日～12月31日）の贈与金額に比例して、累進税率（10
～55%）が適用される制度です。贈与する人（贈与者）、贈与される人（受贈者）に対し特段の要件
等はありません。相続が発生した場合、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産（基礎控除の
範囲内を含め、相続開始前4～7年以内の贈与財産については100万円を控除）を相続財産に加算
（＝「持ち戻し」）しなければなりません。

相続時精算課税制度
原則として、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の子・孫等の場合に利用できる制度です（年齢
はいずれもその年の1月1日で判定）。受贈者が贈与の翌年2月1日～3月15日に、税務署長に選択届
出書を提出することが必要です（一度選択したら暦年課税制度に戻れません）。毎年110万円の基
礎控除に加え、生涯で2,500万円の特別控除が設けられています。基礎控除の範囲内、かつ特別控
除の範囲内であれば贈与税が発生しません。基礎控除額、特別控除額を超えた額に一律20%の税率
で計算した贈与税がかかります。
将来相続が発生した場合、相続時精算課税制度を適用した年分以降に贈与された財産を相続財産に
加算するとともに、相続税額から既に支払った贈与税額を差し引く（精算する）仕組みとなっていま
す。なお、同制度を利用すれば、基礎控除内の贈与財産額は将来の「持ち戻し」の対象になりません。

どちらの制度を利用すればいいかは状況によって変わってきます。金融資産に余裕があるか、財産
の値上がりや値下がりの可能性があるかなど、考慮すべき事項は多く、慎重な検討が必要です。

「110万円の現金贈与」をした・された場合に
知っておきたい贈与の話

TKC近畿兵庫会加古川支部
広報委員 伊藤智子

贈与税の方式 暦年課税制度 相続時精算課税制度
届出の必要性
（受贈者が提出）

必要なし
（贈与税額が発生した時は申告が必要）

相続時精算課税選択届出書の提出が必要
※提出すれば暦年課税制度に戻れない

基礎控除・特別控除 毎年110万円 基礎控除として毎年110万円
基礎控除を超えた分は累計2,500万円の特別控除

税率 10～55%の累進税率 一律20%

相続発生時の
贈与財産の取り扱い

相続開始前7年以内の贈与財産＊を相続財産
に加算（基礎控除額以下であっても加算）。た
だし、相続開始前4～7年の間の贈与財産につ
いては100万円を控除

制度を選択した年分以降、全ての贈与財産を
相続財産に加算。ただし、各年110万円の基
礎控除額以下であれば加算の必要なし

相続税の計算における
贈与税額の取り扱い

加算対象期間分の贈与税額は相続税額から控
除（ただし、還付にはならない）

支払った贈与税の全額を相続税額から控除
（還付もあり得る）

贈与の適用可能者 誰から誰でも可能 60歳以上の父母・祖父母等から18歳以上の
子・孫等（直系卑属）に限る

＊2024（令和6）年1月1日以後の贈与を加算
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